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「災害時における河川災害応急対策業務に関する協定」締結の公募

次のとおり協定締結を希望する関係者を公募します。

協定の締結を希望する者は、下記により技術資料を交付しますので、技術資料を作成し提

出願います。

技術資料を提出した者の中から要件を満たす者と協定を締結することとします。

なお、本協定締結の公募は、工事発注ではありませんので、現場説明資料の送付及び入札

は行いません。

平成３０年１月３１日

国土交通省関東地方整備局

高崎河川国道事務所長 堤 啓

記

１．協定の概要

（１）名称 災害時における河川災害応急対策業務に関する協定

（２）目的 本協定は、国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所管内（必要と認

めるときは、業務実施区間外の協力を含む）における河川施設等が地震・大雨

・大雪等の異常な自然現象及び予期できない災害等が発生し又はおそれがある

場合、災害応急対策業務を実施するにあたり、これに必要な建設機械、資材、

労力等の確保及び動員の方法等必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設

の早期復旧に資することを目的とする。

（３）内容 協定書及び協定区間は別紙１及び別紙２のとおり

（４）期間 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

２．応募資格

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第７０条及び第７１条の規定に
該当しない者であること。

（２） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度一般競争（指

名競争）入札参加資格業者のうち一般土木工事、維持修繕工事のいずれかに認定さ

れているものであること。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手
続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に
基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、

関東地方整備局長（以下「局長｝という。）が別に定める手続きに基づく一般競争

（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。）

（３） 会社更生法に基づき、更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を

除く。）でないこと。

（４） 群馬県内又は埼玉県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。

（経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第３条に記載されて

いる事務所の所在地が群馬県内又は埼玉県内に有すること。ただし、事務所の所在

地が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所の場
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合に限る。）

（別紙２の協定区間のうち、①～⑥の協定区間の協定締結を希望する者は、群馬県

内に本店、支店、営業所を有すること。また⑦～⑨の協定区間の協定締結を希望す

る者は、群馬県内又は埼玉県内に本店、支店、営業所を有すること）

（５） 平成１４年４月１日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した群馬県内（⑦～

⑨の協定区間の協定締結を希望する者は埼玉県内含む）での河川に関する一般土木

工事、維持修繕工事のいずれかの施工実績を有すること。（共同企業体の構成員と

しての実績は、出資比率２０％以上のものに限る）

（６） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く）発注工事で、一般土木工事、維持修繕工

事における過去２年間の工事成績評定点の平均点が、２年連続で６０点未満でない

こと。

（７） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。

３．技術資料作成要領の交付

・交付期間 平成３０年１月３１日（水）～平成３０年２月２１日（水）まで

の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日８時３０分から１７時１５分ま

で。

・交付場所 上記（１）に同じ

・交付方法 配布する資料は記録媒体に電子データで交付するので、記録媒体（

ＣＤ－Ｒ等）を持参すること。なお、郵送を希望する場合は、上記（１）

に記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）、返信用封筒（切手を添付）及び会社名、

住所、担当者名、電話番号等連絡先が分かるものを同封し、郵送（書

留郵便等配達の記録が残るものに限る。交付期間の消印有効）するこ

と。

また、高崎河川国道事務所ホームページ（※）からもダウンロードし

て入手できるものとする。

※事務所ホームページアドレス（http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki）

４．技術資料の作成に関する事項

技術資料に記載する項目及び技術審査における審査項目は次のとおりとする。なお、具体

の記述や詳細については、別途交付する技術資料作成要領によること。

（１） 本店、支店、営業所の所在地

（２） 過去の同種工事の施工実績

（３） 自社の有資格技術者数及び内、群馬県内（埼玉県内）参集等支援可能技術者数

（４） 災害出動要請時に出動する作業員の配置状況

（５） 災害時に使用する建設機械の保有及び手配状況

（６） 災害時に使用する建設資材の保有及び備蓄状況

（７） 希望する協定締結区間及び希望の理由

（８） 資機材の主な拠点から希望協定区間までの距離

（９） 過去の災害応急対策協定などの実績

（10） 災害時の基礎的事業継続力の認定状況
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５．技術資料の提出

技術資料は、持参又は郵送（書留郵便等配達の記録が残るものに限る）によるこ

と。

・受領期間 平成３０年１月３１日（水）から平成３０年２月２１日（水）ま

での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日８時３０分から１７時１５分

までとする。

・提出場所 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 防災課 (担当：宇野)

〒３７０－０８４１ 高崎市栄町６－４１

ＴＥＬ ０２７－３４５－６０４４

ＦＡＸ ０２７－３４５－６０９４

６．技術資料の審査に関する事項

技術審査における審査項目及び選定の着目点は次のとおりとする。

審査項目 審 査 の 着 目 点

１）過去の同種工 ・ 平成１４年４月１日以降に元請けとして完成・引渡しが完

事の施工実績 了した、群馬県内及び埼玉県内での河川に関する一般土木工

事、維持修繕工事のうちいずれか代表的なものとして記載さ

れた施工実績を審査する。

・ 同種工事の施工実績が無い場合は選定しない。

・ 実績として記載した工事の工事成績評点が６０点未満の場

合は選定しない。

２）自社の有資格 ・ 自社の有資格技術者数を審査する。

技術者数 ・ 有資格技術者数の多いものを優位に審査する。

・ 技術者を一人も保有していない場合は選定しない。

・ 内書き技術者数は２次評価時の審査に適用する。

３） 災害出動要 ・ 災害時に出動可能な作業員（オペレーター含む）の配置状

請時に出動する作 況として記載された出動可能人数を審査し、人数が多いもの

業員の配置状況 を優位に審査する。

・ 災害時に作業員が一人も出動できない場合は選定しない。

４）災害時に使用 ・ 災害時に確保可能な建設機械の保有及び手配状況として記

する建設機械の保 載された自社保有又は協力会社及びリース会社で確保する建

有及び手配状況 設機械の合計台数を審査する。

・ バックホウ、小型ブルドーザー、ショベルローダー、ダン

プトラック、移動式クレーン等の大型建設機械の合計台数の

多いものを優位に審査する。

・ 災害時に確保可能な建設機械が１台も無い場合は選定しな

い。

５）災害時に使用 ・ 災害時に確保可能な建設資材の保有及び備蓄状況として記

する建設資材保有 載された代表資材（土砂類、砕石類、大型土嚢袋）の数量を

及び備蓄状況 審査する。
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・ 保有数量の多いものを優位に審査する。

６）希望する協定 ・ 協定区間の希望理由を協定区間選定の参考とする。

締結区間及び希望 ・ 複数区間を希望している場合は、希望順位の高い区間から

の理由 審査し、１区間選定された場合、次の希望区間については、

まだ１区間も選定されていない者を優位に審査する。

７）資機材の主な ・ 資機材の主な拠点から希望する協定区間までの距離（道程）

拠点から希望協定 を審査する。

区間までの距離 ・ 距離が近いものを優位に審査する

８）過去の災害応 ・ 平成２６年４月１日以降、技術資料提出期限日までの行政

急対策協定などの 機関等との間における、本協定と同様もしくは類似する災害

締結実績 協定などの締結状況として記載された協定等がある場合に

は、その締結機関を審査する。

・ 上位機関を優位に評価する。

９）災害時の基礎 ・ 技術資料提出期限日における「建設会社における災害時の

的事業継続力認定 事業継続力認定」に基づく、基礎的継続力認定企業として認

状況 定され関東地方整備局から認定証の交付を受けている実績を

審査する。

・ 認定証の交付を受けているものを優位に審査する。

・ 認定証の写しを添付すること。

７．協定締結者の選定に関する事項

（１） 協定締結者の選定方法

① 協定締結者の選定は、提出された技術資料を基に技術審査の各項目を総合的に判

断し選定する。なお、技術資料に欠落がある場合は選定しない場合があるので注意

されたい。

② 協定区間は、協定締結区間の希望及び理由、資機材の主な拠点からの距離などを

参考に決定するが、同一協定区間に複数の希望者がいた場合は、技術資料項目の審

査結果により、上位のもの１社を選定する。

③ 協定締結希望者が予定する協定区間数に満たない場合または、予定する協定区間

に希望者がいない場合は、希望区間以外の区間を担当してもらう場合や希望区間に

加えて複数区間を担当してもらう場合がある。その場合は、ヒアリングを実施し、

希望区間以外の協定締結意志を確認して決定する。

（２） ヒアリングの実施

技術資料の提出後、必要があればヒアリングを実施する。実施する場合は、別途

実施する旨の連絡を行う。

・実施場所 高崎河川国道事務所

・実施日時 平成３０年２月下旬～平成３０年３月初旬の休日を除く指定する日時

（予定）（別途連絡する）

・内 容 技術資料の内容及び協定区間の協議
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・出 席 者 技術資料の内容を把握し、責任ある回答のできる方

（３） 協定締結者への通知

① 「災害時における河川災害応急対策業務に関する協定」に選定した者には、郵送

により書面をもって通知する。

② 選定通知は、平成３０年３月１４日（水）を予定する（発送予定）

８．非選定理由に関する事項

（１） 技術資料を提出した者のうち協定締結者として選定しなかった者に対しては、選

定しなかった旨とその理由（非選定理由）を書面をもって通知する。

（２） 上記（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（行政機

関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日
（以下「休日」という。）を含まない。）以内に書面により、高崎河川国道事務所

長に対して非選定理由の説明を求めることができる。

（３） （２）の書面の受付窓口、受付時間は次のとおりである。

・受付窓口 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 防災課 (担当：宇野)

〒３７０－０８４１ 高崎市栄町６－４１

ＴＥＬ ０２７－３４５－６０４４

・受付時間 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分ま

で

（４） （２）の書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

（５） （２）の非選定理由について説明を求められた時は、説明を求めることができる

最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない）以内に書面により回答する。

９．実施上の留意事項

（１） 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

（２） 提出された技術資料は、技術審査及び協定締結者選定以外に提出者に無断で使用

しない。

（３） 技術資料に虚偽の記載をした者は、技術審査の対象としないとともに、協定締結

後は協定を無効とする。

（４） 受領期限日以降の技術資料の差し替え及び再提出は認めない。

（５） 提出された技術資料は返却しない。

（６） 本交付資料は、技術資料作成以外の目的で使用しないこと。

（７） 技術資料の作成に関する問い合わせ先は次のとおりとする

〒３７０－０８４１ 高崎市栄町６－４１

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 防災課 (担当：宇野)

ＴＥＬ ０２７－３４５－６０４４

１０．その他

（１） 本協定の締結者は、関東地方整備局が実施する総合評価落札方式の競争入札にお

いて、企業の技術力の「地域貢献度」の項目に加算評価されるものである。

（２） 本協定において、東京２３区内震度６弱以上（首都直下地震）の発生、または、

発生の恐れがある場合等、協定を希望する者は、高崎河川国道事務所管内のほか、

県外を含む業務実施区間外へ可能な限り対応協力をして頂く場合がある事をご理

解の上、技術資料の提出をお願いします。
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「災害時における河川災害応急対策業務に関する協定」締結に係る

技術資料作成要領

災害時における河川災害応急対策業務に関する協定締結の希望者は、下記要領により技術

資料を作成し提出願います。

平成３０年１月３１日

国土交通省 関東地方整備局

高崎河川国道事務所長 堤 啓

記

１．技術資料の作成及び提出に関する事項

（１） 技術資料の作成

作成する技術資料の内容は、次表のとおりとし、記載内容を証明する資料として以

下の書類を提出すること。

・ 次表１）の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。契

約書の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分のみで

よい。ただし、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス

（CORINS）」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。こ
の場合、登録されていることが確認できること。

・ 次表７）で記載した、本店から希望協定区間までの距離（道程）を着色した図面

を提出すること

・ 次表８）の過去の災害応急対策協定又は契約締結等の実績として記載した、協定

書又は契約書等の写しを提出すること。

記載事項 内容に関する留意事項

１）過去の同種工 （様式－２）

事の施工実績 ・ 平成１４年４月１日以降に元請けとして完成・引渡しが完

了した、群馬県内及び埼玉県内での河川に関する一般土木工

事、維持修繕工事のうちいずれか代表的なものを１件記載す

る。

・ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が２０％

以上の工事に限る。

・ 実績として記載した工事の工事成績評点が６０点未満の場

合は選定しない。

２）自社の有資格 （様式－３）

技術者数 ・ 自社の有資格技術者の人数を記載する。

・ 内、災害時群馬県内事業所等に参集し高崎河川国道事務所

の災害対応に支援可能技術者数を（ ）に記載。（⑦～

⑨の協定区間の協定締結を希望する者は埼玉県内含む）

・ 技術者は１級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士及
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び１級建設機械施工技士、２級建設機械施工技士又は技術士

のいずれかの資格保有者とする。

・ 技術者の人数は、協力会社等は含まず、真に自社に所属す

る上記のいずれかの資格を保有している社員の実人数を記載

すること。

３） 災害出動要 （様式－４）

請時に出動する作 ・ 災害時に出動可能な作業員（オペレーター含む）の参集先

業員の配置状況 及び人数を記載する。

・ 記載する作業員は、社員又は協力会社で確保のいずれでも

良いが、災害時に出動可能な確保体制（理由）を併せて記載

する。

・ 記載する作業員の人数は単に社員や協力会社社員などの社

員数を記載するのではなく、本協定期間における 高崎河川

国道事務所の災害時に確実に出動可能な人数を記載するこ

と。

４）災害時に使用 （様式－５）

する建設機械の保 ・ 災害時に確保可能な建設機械の保有及び手配状況として、

有及び手配状況 機械種別、台数、所有者、保管場所を記載する。

・ 記載する機械は、自社保有又は協力会社及びリース会社で

保有のいずれでも良いが、災害時に確保可能な確保体制（理

由）を併せて記載する。

・ なお、記載する建設機械は単に会社で保有している又はリ

ース契約等がある建設機械を全数記載するのではなく、本協

定期間における高崎河川国道事務所の災害時に確実に使用で

きる建設機械及び台数を記載すること。

５）災害時に使用 （様式－６）

する建設資材保有 ・ 災害時に確保可能な建設資材の保有及び備蓄状況として下

及び備蓄状況 記の代表資材の数量を記載する。

・ 記載する資材は、自社保有又は協力会社などで保有のいず

れでも良いが、災害時に確保可能な確保体制（理由）を併せ

て記載する。

・ 記載する代表資材は下記のとおり。

①土砂類（ｍ３）

②砕石類 （ｍ３）

③大型土のう袋（袋）

・ なお、記載する資材は単に会社で保有している又は協力会

社等が保有している全数量を記載するのではなく、本協定期

間における高崎河川国道事務所の災害時に確実に使用できる

数量を記載すること。

６）希望する協定 （様式－７）

締結区間及び希望 ・ 協定締結を希望する協定区間及び希望する理由を記載す
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の理由 る。

・ 希望する協定区間は、複数区間記載可能（最大５区間まで）

とし、希望順位をつけて記載する。

７）資機材の主な （様式－７）

拠点から希望協定 ・ 資機材の主な拠点から希望する協定区間までの距離（道程）

区間までの距離 を記載する。

・ （様式－７）のほか、資機材の主な拠点の位置及び距離算

定の対象とした経路を着色した図面を別途添付すること。（市

販道路地図等に資機材の主な拠点所在地記載、経路（道程）

の着色で良い）

・ 複数区間を希望した場合は、希望した全区間への距離が分

かるように記載すること。

８）過去の災害応 （様式－８）

急対策協定などの 平成２６年４月１日以降、技術資料提出期限日までの行政機

締結実績 関等との間における、本協定と同様もしくは類似する災害協定

などの締結状況として記載された協定等がある場合には、その

締結機関を審査する。

９）災害時の基礎 （様式－９）

的事業継続力認定 ・ 技術資料提出期限日における「建設会社における災害時の

の有無 事業継続力認定」に基づく、基礎的継続力認定企業として関

東地方整備局から認定証の交付を受けている実績を記載す

る。

・ 認定証の交付を受けている場合は、認定年月日を記載する。

・ 認定証の写しを添付すること。

（２） 技術資料の提出

① 技術資料は、持参又は郵送（書留郵便等配達の記録が残るものに限る）によるこ

と。

・受領期間 平成３０年１月３１日（水）から平成３０年２月２１日（水）ま

での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日８時３０分から１７時１５分

までとする。

・提出場所 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 防災課 (担当：宇野)

〒３７０－０８４１ 高崎市栄町６－４１

ＴＥＬ ０２７－３４５－６０４４

ＦＡＸ ０２７－３４５－６０９４
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別紙１

災害時における河川災害応急対策業務等に関する協定（案）

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所長 堤啓（以下「甲」という。）と○○

建設（株）代表取締役 ○○○○（以下「乙」という。）は、高崎河川国道事務所管内の

「災害時における河川災害応急対策業務等」（以下「災害業務」という。）に関し、次の

とおり協定を締結する。

(目的)

第 １条 この協定は、高崎河川国道事務所管内において地震・大雨の異常な自然現象及

び予期できない災害等が発生し又は発生するおそれがある場合、災害業務を実施

するにあたり、これに必要な「建設機械、資材」（以下「建設資機材等」という）、

労務等の確保及び動員の方法等必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の

早期復旧に資することを目的とする。

（災害業務の実施区間）

第 ２条 災害業務の実施区間は、以下のとおりとする。

高崎出張所管内 ○○川○岸 ○○．○ｋｍ～○○．○ｋｍ

（別添図面 区間番号○）

(実施区間外の協力)

第 ３条 甲は、高崎河川国道事務所管内に災害が発生し、又はそのおそれがある場合に

おいて必要と認めるときは、乙に対し業務実施区間外の協力を要請することがで

きるものとする。

２ 甲は、東京都２３区内において震度６弱以上（首都直下地震）の発生など、

関東地方整備局管内に災害が発生し、又はそのおそれがある場合において必要

と認めるときは、乙に対し業務実施区間外（県外含む）の協力を要請すること

ができるものとする。

３ 乙は、甲から業務実施区間外（県外含む）の協力要請があった場合は、可能な

限り、これに協力するものとする。

(乙の責務)

第 ４条 乙は、あらかじめ災害時に備え、災害業務に際し連絡体制及び使用可能な建設

資機材等の数量を把握し、書面又は甲の指示する手段で甲へ報告するものとする。

２ 前項の連絡体制を確立するために、連絡担当者を配置し、連絡先（平時及び緊

急時）をとりまとめ甲へ報告するものとする。連絡担当者は可能な限り複数名配

置することとし優先順位を付すものとする
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３ 第１項の建設資機材等の報告は、年２回（４月末、１０月末）報告するものと

するが、著しい変動があった場合又は、甲の要請があった場合は、保有状況を速

やかに甲へ報告するものとする。

４ 甲は、甲の保有する建設資機材等について、あらかじめ乙に書面等により、通

知するものとする。

５ 乙は協定内容の円滑な実施が図れるよう社内職員、協力会社に対し訓練を含め

周知・教育を年１回以上行うよう努めるものとする。

(建設資機材等の提供)

第 ５条 甲及び乙は、それぞれから要請があった場合は、特別な理由がないかぎり、そ

れぞれに対し建設資機材等を提供するものとする。

(災害業務内容)

第 ６条 甲が乙に対し要請を行う災害業務は、甲の指示する被災所管施設の緊急措置及

び応急復旧等、以下のとおりとする。

①緊急措置

被災した河川管理施設等の被害拡大防止及び利用者の安全確保を図るための立入

禁止措置等の緊急的な対策を実施するものとする。

②応急復旧

被災した河川管理施設等の機能を最低限確保し、次期出水等による二次災害を

防止するための対策工を実施するものとする。

③その他

災害業務等実施に必要な労力及び建設資機材等の提供協力を行う。

(出動の要請)

第 ７条 甲は、乙に対し第２条及び第３条災害業務の実施区間における具体的な災害状

況に応じ、災害業務のための出動を書面又は電話等の方法により要請するものと

する。

２ 甲は電話による要請を行った場合、速やかに要請書面を乙に通知するものとす

る。

３ 乙は要請を受けた場合速やかに現場責任者を定め、甲に氏名・連絡先を報告す

ると共に、直ちに出動し、災害業務を実施するものとする。

（災害業務内容の指示）

第 ８条 災害業務内容の直接の指示は、当該災害業務実施区間を担当する出張所長（以

下「出張所長」という。）が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。

(契約の締結)

第 ９条 甲は乙に、第７条に基づく出動の要請を実施したときは、遅滞なく随意契約を

締結するものとする。
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(災害業務の完了)

第１０条 乙または現場責任者は、災害業務が完了したときは、電話等により直ちに出張

所長にその旨を報告するものとする。

(災害業務の実施報告)

第１１条 乙または現場責任者は、災害業務の完了後、作業時間及び使用建設資機材等の

数量を出張所長に書面により報告するものとする。

甲は、必要に応じて災害業務の途中段階で、使用した建設資機材等の報告を求

めることができるものとする。

(費用の請求)

第１２条 乙は、災害業務完了後、当該業務に要した費用を第９条により締結した契約に

基づきその費用を請求するものとする。

(費用の支払)

第１３条 甲は、第１２条の規定による請求を受けたときは、内容を精査し第９条により

締結した契約に基づきその費用を支払うものとする。

(損害の負担)

第１４条 災害業務の実施において甲、乙双方の責に帰すべからざるものにより、第三者

に損害を及ぼしたとき、又は甲が貸与の建設資機材等に損害が生じたときは、そ

の処置について甲、乙協議して定めるものとする。ただし、その損害のうち、災

害業務の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの

については、乙が負担するものとする。

なお、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告しなけれ

ばならない。

（訓練等への参加）

第１５条 乙は、甲が主催する訓練等に、甲からの参加要請があった場合は参加するもの

とする。

なお、参加に伴う費用負担は乙が負担するものとする。

(有効期限)

第１６条 この協定の有効期限は、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までと

する。

(協定の解約)

第１７条 甲もしくは乙において、第１６条の有効期限内に協定を継続できない事情が発

生したときは、甲乙協議のうえ協定を解約できるものとする。
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(その他)

第１８条 この協定に定めのない事項又は、疑義が生じた事項については、その都度甲、

乙協議して定めるものとする。

２ 協定区間内で維持工事を契約している場合においては、協定区間内で行った災

害協定に基づく災害対応については活動実績として認められない。

この協定の証として、本書２通を作成し甲、乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成３０年 ３月 日

甲． 群馬県高崎市栄町 6番 41号
国土交通省 関東地方整備局

高崎河川国道事務所長 堤 啓

乙． ○○県○○市○○町○○○番

○○建設株式会社

代 表 取 締 役 ○○ ○○



別添図面 協定区間（河川） 別紙２

①

烏川右岸（5.7km）

②

④

⑤

碓氷川右岸～烏川右岸
（9.2km）

神流川右岸～烏川
右岸（9.0km）

烏川右岸～

碓氷川左岸
（1.8km）

③

鶴亀橋（井野川）

鏑川左岸～鏑川右岸
（6.0km）

⑥

区間
番号

河川 岸 協定区間

延長

(km)

① 烏川 左岸 高崎市並榎町 ～ 高崎市岩鼻町 11.8

② 烏川 左岸 高崎市八幡原町 ～ 玉村町五料 7.2

③
烏川 右岸 高崎市下豊岡町 ～ 高崎市下豊岡町

1.8

碓氷川 左岸 高崎市下豊岡町 ～ 高崎市下豊岡町

④
碓氷川 右岸 高崎市乗附町 ～ 高崎市八千代町

9.2

烏川 右岸 高崎市八千代町 ～ 高崎市阿久津町

⑤
鏑川 左岸 高崎市阿久津町 ～ 高崎市山名町

6.0

鏑川 右岸 藤岡市上落合 ～ 藤岡市森新田

⑥ 烏川 右岸 藤岡市森新田 ～
埼玉県児玉郡
上里町金久保

5.7

⑦ 神流川 左岸 藤岡市浄法寺平 ～
埼玉県児玉郡
上里町金久保

11.6

⑧ 神流川 右岸
埼玉県児玉郡
神川町新宿

～
埼玉県児玉郡
神川町肥土

6.2

⑨

神流川 右岸
埼玉県児玉郡
上里町長浜

～
埼玉県児玉郡
上里町金久保

9.0

烏川 右岸
埼玉県児玉郡
上里町金久保

～
埼玉県児玉郡
上里町八町河原


